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午前１０時００分 開会 

（出席議員 １３名） 

 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（中澤良隆君） 御出席まことに御苦労に存じます。

ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより令和６年第１回上富良野町議会臨時会を開会

いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとお

りであります。 

 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（中澤良隆君） 日程に入るに先立ち、議会運営等

諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

本臨時会は１月２３日に告知され、同日、議案等の配布

を行い、その内容につきましては、お手元に配付の議事日

程の通りであります。 

本臨時会の案件は、町長から提出の議案件であります。 

本臨時会の説明につきましては、町長以下、関係者の出

席を求め、別紙配付の通り出席しております。なお、佐藤

議員から欠席届が提出されております。 

以上であります。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって議会運営等諸般の報

告を終わります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１ 会議録署名議員の指名

についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、

議長において、 

１１番 北 條 隆 男 君 

１２番 小 林 啓 太 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（中澤良隆君） 日程第２ 会期の決定についてを

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第３、議案第１号専決処分の

承認を求めることについて、令和５年度上富良野町一般

会計補正予算第１２号を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求め、求めます。 

総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただきました、

議案第１号、専決処分の承認を求めることについて、令和

５年度上富良野町一般会計補正予算第１２号につきまし

て、専決処分した用紙について御説明申し上げます。 

本件につきましては、日の出公園駐車場用地の土地価格

の売買についての住民訴訟について、令和５年１２月５

日に判決が出され、原告側の請求がいずれも棄却された

ところでございます。 

その後、原告から、その判決を不服として、令和５年１

２月１８日、札幌高等裁判所に控訴されたことに伴い、訴

訟事務に適切に対応していくため、引き続き随意住民訴

訟に関して、知識経験を有する弁護士に所掌事務を委任

することとし、その委託料の着手金について補正するも

のです。 

町といたしましても、早期に訴訟に対応するため、令和

６年１月１０日付けで、令和５年度一般会計補正予算第

１２号の専決処分をしたところです。 

そのようなことから、地方自治法の規定により、予算の

内容を議会報告するとともに、承認を賜りたく、本議案を

上程するものであります。 

それでは以下、議案の説明につきましては、議決項目の

部分について説明させていただきます。 

議案第１号を御覧ください。 

議案第１号、専決処分の承認を求めることについて。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記事項に

ついて別紙のとおり専決処分したので、同条第 3 項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

記。 

処分事項、令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第

１２号）、次のページを御覧ください。 

専決処分書。 

令和５年度上富良野町一般会計補正予算第１２号、地

方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分する。 
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令和６年１月１０日、上富良野町長斎藤繁、次のページ

を御覧ください。 

令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第１２号）、

令和５年度上富良野町の一般会計の補正予算（第１２号）

は次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第 1 条、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表

歳入歳出予算補正による。 

１頁を御覧いただきたいと思います。 

第１票につきましては款ごとの名称と補正額のみ申し

上げます。 

第１表歳入歳出予算補正。 

１歳出。 

２款、総務費 ４万４,０００円。 

１２款、予備費 ４万４,０００円の減。 

歳出合計０円。 

２頁以降の予算の事項別明細書につきましては、説明

を省略させていただきますので、御了承願います。 

以上で議案第１号専決処分の承認を求めることについ

て、令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第１２号）

の説明といたします。 

御審議いただきまして御承認くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の説明を

終わります。 

これより質疑に入ります。 

４番、米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 非常に分かりにくいのでちょっと

お伺いいたします。 

この委託料を訴訟という形で控訴された場合、それに

早めに対応するというような内容で委託料という形にな

っておりますが、この委託料の、そのものの内訳等という

のはあるのか。 

あくまでも、かかる弁護士さんの費用という形で解釈

していいのかですねその点ちょっと分かりにくいので、

伺いしていきたいと思います。 

恐らく今後いろんな手続が踏まれてそれに対応する、

中でこういったやっぱり委託料も、さらに生かされるも

のだというふうに思いますが、今後この訴訟に控訴に当

たってまた、受入れ側の町としても、どういう手順の中で、

こういった委託料等が、また発生していくのか。  

あわせて、今後、これ以外のですね、費用も発生する要

因もあるのかなというふうに思いますが、この点お伺い

しておきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） IT・組織機構担当課長、答弁。 

〇IT・組織機構担当課長（宮下正美君） ４番、米澤委員

からありました、住民訴訟の訴訟手続の質問に私のほう

からお答えをいたします。 

まずこの委託料の今回の部分でございますが、今回委

託するのは、いわゆる今回の裁判における、町側の訴訟の

代理人という形で弁護士の方に、弁護士事務所のほうへ

訴訟事務委託をするということを、耐震に引き続きする

というところでございます。 

この委託料につきましては、一応弁護士事務所のほう

と協議をしまして、いわゆる旧札幌弁護士会基準、弁護士

の報酬基準というのがございます。 

現在弁護士報酬について基本、自由になっております

ので、幾らでもっていうのも実際あるのですが、うちがお

願いする弁護士事務所につきましては今回の件について

は、旧来の札幌弁護士会の報酬基準に基づいて、報酬をい

ただきたいということでお話をさせていただいたところ

でございます。 

もう一つ、次はいわゆるその弁護士報酬の部分でござ

いますけども、一応弁護士については訴訟の代理人とし

て訴訟事件を扱うということで、内容としてはいわゆる、

町としての着手金という部分と、最後に、成功報酬という

ことで、最後に報酬を支払うという形になっております

ので、今回のこの１０万円につきましては、先に払う、着

手金ということになっておりますので内訳なのですかと

いう部分についてはございません。 

あと、残りにつきましてはこの裁判が終わった時点で、

払うという形になってございますが、先ほど言ったよう

に、最後の補償は成功報酬でございますので、変な話です

が、町側が、例えば、うちの弁護士さんを勝ちましたので

成功しましたので、報酬を支払うという形になります。 

仮に町が負けた場合につきましては、成功報酬はゼロと

いう形になりますので、それは裁判終わってみないと分

かりませんが、幾らになるかということはちょっと分か

らないというところでございます。 

あと、前回旭川の裁判所で行えたときは、いわゆる費用

として報酬以外に、旅費ですね、相当分も、前回はあった

のですけども、今回は札幌の高等裁判所になりますので、

裁判所に弁護士の方が出廷したときにつきましては、市

内でございますので旅費はかからないということなので、

今回基本的には、今回の着手金と、最後の成功報酬という

のが弁護士事務所に払う費用という形になってございま

す。以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

なければこれをもって質疑を終了いたします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立

願います。 

(賛成者起立) 

起立多数であります。 

よって、議案第１号、専決処分の承認を求めることにつ

いて、令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第１２号）

は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第４  議案第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第４、議案第２号、日程第４、

議案第２号、令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第

１３号）を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただきました、

議案第２号、令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第

１３号）につきまして、提案の要請を御説明申し上げます。 

１点目は、元日に発生した能登半島地震は、各地に甚大

な被害を及ぼし、いまだ全容は判明しておりませんが、被

災された皆様をには心よりお見舞い申し上げますととも

に、亡くなられた方々と、御家族の皆様には衷心よりお悔

やみ申し上げます。 

町といたしましては、災害見舞金につきましては、Ｂ＆

Ｇ財団及び北海道町村議会議長会から、災害見舞金を贈

呈する予定がありますことから、所要の経費を補正する

ものでございます。 

２点目は、１月上旬から中旬までの強い寒気の影響に

より、降雪量が平年に比べ２割増となっていることから、

今後の除排雪経費を試算したところ、除排雪経費不足が

生じるため、所要経費を補正するものでございます。 

３点目は、国の物価高騰対応重点支援地方創生交付金

を活用いたしまして、食品等の価格高騰に直面し、影響を

受ける低所得の子育て世帯に対し、児童１人当たり一律

５万円を給付するため、所要の経費を補正するものでご

ざいます。 

４点目の新型コロナワクチン接種に係るシステム改修

費の補正についてですが、新型コーナーワクチン接種、６

回目、７回目に係る接種情報、マイナンバー情報連携が可

能となるよう、自治体予防接種台帳システムを、データ標

準レイアウトに対応させるため、本町の健康管理システ

ムの改修を行うための補正となってございます。 

５点目は、国の経営所得安定対策事業を活用して、水田

の畑地化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑

な移行を促進するため、土地改良区が調整する受益地区

からの除外による、発生する決算期決裁金等の費用につ

いて支援するための経費を補正するものでございます。 

以上申し上げた内容を要素といたしまして、不足する

額については予備費を準用し、一般会計補正予算を調製

したところでございます。 

それでは以下議案の説明につきましては、議決項目の

部分についてのみ説明をし、予算の事項別明細書につき

ましては省略させていただきますので、御了承願います。 

議案第２号をご覧ください。 

議案第２号、令和５年度上富良野町一般会計補正予算。 

（第１３号）、令和５年度上富良野町の一般会計の補正予

算（第１３号）は次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，

００４万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ８７億１,８４２万２,０００円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第 1

票歳入歳出予算補正による。 

１頁をお開き願いたいと思います。 

第１条につきましては款ごとの名称と補正額のみ申し

上げます。 

第１表歳入歳出予算補正。 

１、 歳入。 

１５款、国庫支出金 ８３７万８,０００円。 

１６款、道支出金１６７万円。 

歳入合計１，００４万８，０００円となっております。 

２、 歳出。 

１款、議会費 1万円。 

２款、総務費５万円。 

３款、民生費８０８万円。 

４款、衛生費３３万円。 

６款、農林業費１６７万円。 

８款、土木費７,４００万円。 

１２款、予備費７,４０９万２,０００円の減。 

歳出合計１，００４万８，０００円となってございます。 

以上で議案第２号令和５年度上富良野町一般会計補正

予算第１３号の説明といたします。 

御審議いただきまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の説明を終

わります。これより質疑に入ります。 

４番米澤義英君 

○４番（米澤義英君） ３頁の１８節の子ども、物価高騰
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に対する、生活支援についてお伺いいたします。 

低所得者のいわゆる子ども世帯に対する１人当たり５

万円という形になっておりますが、非常にこの物価高騰

という状況の中で助かる、支援という形で受け止めさせ

ていただいております。 

ちょっと忘れたのですがこの対象人員というのは、何

人ぐらいいるのか。この点、議決されるとなると、また支

給しなければ、交付し、支給しなければならないと思うの

ですが、いつ頃から、そういった大変御足労なのですが、

支給手続っていうのが始まるのかですんで、この点をま

ずお伺いしておきたいというふうに思っております。 

次に１７頁の農業振興費の件についてお伺いいたしま

す。 

いわゆる水田から畑作に転作した場合に対する、土地

改良区に対する支払いが、転作した場合におけるはこれ

が面とは、今まで個人で払っていたものが、今度国の補助

を土地改良区に権利等の支払いができるようになるとい

うような、大枠の話、ちょっと気になり質問させていただ

きました。そこで３経営体が対象だということになって

おりますが、ここにある、３番目の助成限度額という形で

１０アール当たり減、上限２５万という形になっており

ますが、この２５万を超えるような、そういう経営体、農

家というのがいるのかどうなのかですね、あるのかどう

なのかお伺いいたします。 

また、今後そうしますと、土地改良区に対する賦課金は、

この経営体については払わなくてもいいというふうにな

っていくのかお伺いいたします。 

さらに今後、農家の方が新たに、田んぼから畑作に転作

したいという方が、新たに、これは既存の予算でもう全て

予算付けられているということで、国が決定したもので

すから、これに対して支払うということになっているの

ですが、新たに対策したいという農家の方が出た場合、ま

たこういった財政措置があるかというふうに思いますが、

この点、確認いたします。 

あわせて今までこの転作に対しては、水田交付金等が、

農家の方に支給されておりましたが、この交付金との扱

い方っていうのはどのようになるのか。 

この点について、お伺いしておきたいと思います。 

次にお伺いしたいのは、この町道の１９頁の維持管理

費という形で委託料、これは今年度、非常に降雪量が多い

という形で、説明にもありましたが２割増という形にな

っております。 

見ましたら、既に全町６回、郊外６回の除雪回数という

形になっておりますが、まだまだ幹線道路から、いわゆる

生活道路に入った場合、非常にまだ雪が積もっていて、交

差点の左右が分かりづらいということもあります。 

そこでお伺いいたしますが、この想定する１月１９日

から３月３１日まで、これは時間数、回数等によって、積

算の単価というのが決められているような気もするので

すが、その分かりやすいような資料というのがあるのか

どうなのかあわせて、その根拠について、お伺いしておき

たいというふうに思っております。 

今、多くの町民の方が、早く、排雪を行ってほしいとい

うことで、要望もされておりますので、この点、速やかに

この予算を生かしながら、生活道路の安全安心、子どもた

ちや通学路の確保のためにも、ぜひ全力を尽くしていた

だきたいというふうに思います。 

最後はこの一般財源という形になっておりますが、こ

れは、交付税措置等々があるのかどうなのかあわせてお

伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ４番米澤議員の御質問の

価格高騰緊急対策、子供加算分の御質問にお答えいたし

ます。 

まず対象は、世帯と子供ということで御理解していた

だきたいのですけれども、世帯につきましては、令和５年

度、住民税非課税世帯、あと所得のみ非課税世帯っていう、

世帯が対象となります。 

基準日が令和５年の１２月１日時点で住民登録されて

おり、引き続き上富良野町に居住されているという、まず

世帯が第 1の条件になります。 

続いて対象の児童なのですけれども、１８歳以下の児

童ということなのですけれども、平成１７年４月２日以

降に生まれた児童が一つ、あと１２月１日基準日以降に

生まれた児童、もう対象となります新生児、あと別世帯で

すけれども、扶養しているという事実がある世帯、こうい

った児童が対象となるというような形になります。 

こちらのほうで、現時点で調査をいたしますと、非課税

世帯で、７１世帯を予定しておりまして、児童のほうが７

１世帯に対しまして１１７人の児童がいると。 

あと非所得のみ、所得割のみ非課税世帯ということで、

２１世帯予定していまして、ここは４３名の児童がいる

というような形になります。 

合計すると、９２世帯、１６０人分の予算を今計上して

いるということでございます。 

現在、上富良野町に税情報を持って、所得の把握できる

ものについては十分確定できるのですけれども、これか

ら生まれる新生児、それとあと住所別にした扶養してい

る事実、こういったものも明らかになってきますので、そ

れであと１６０人分を計上しているということでござい

ます。 

支給につきましては、まだ概要のみ国から示されてお
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りまして各市町村間の連携とか、あと要綱等々あります

ので、２月の早い段階でと国から言われていますので、国

のいろんな通知等をもって、支給できるように、準備をし

ているところでございます。 

本町におきましては、非課税世帯等と均等の３世代に

つきましても、既にもう年前、年内にしている実績がござ

いますので、迅速にいろんな国から示されるルールが明

らかになった段階で、交付手続を進めていくというよう

な考えでございます。 

基本全てもうと口座振込口座と思うんと今までの事務

で持っていますので、通知を送るプッシュ型っていう方

式で、手を煩わすことがないように手続していきたいと

考えているとこでございます。以上です。 

○議長（中澤良隆君） 次に、農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ４番、米澤議員の畑地化

促進事業に係る、御質問にお答えさせていただきます。 

１点目の、国の助成の今回対象の３経営体が対象とい

うことで、この助成額の２５万円、超えることがあるのか

という御質問でございますが、この助成額の算定に当た

りましては、土地改良区のほうで算定しておりまして、通

常おおむね１０年程度の維持管理費、それから、施設の残

存分の、価格をもとに算定をしております。 

おおむね１０年分の金額については、毎年、農業者の方が

受益地に払っておられます。 

賦課金という制度がございますので、そちらのほうの

金額が下になります。 

２５万円ということでございますが、今回、土地改良区

のほうで算定した金額がおよそ、平均として８万３,００

０円ということで、改良区のほうに確認しましたところ

この２５万円を超えるという、ことにはならないという

ことで、聞いております。 

２点目の、この決済金を今後、払うかということでござ

いますが、決済金が、先ほど申し上げました、毎年支払っ

ております賦課金というものがございますが、それを、今

後払わないための決済金ということになります。 

今後改良区が受益地に設置しています、施設等を利用

出来なくなるために、決裁を行うというものでございま

す。 

次に、３点目の新たな、この畑地化促進事業の制度が継

続するかという点でございますが、そちらのほうは、令和

４年度から、この水田、活用交付金、の部分の、畑地化を

取り組むということで、令和４年度から制度が改正され

ております。 

令和８年までの５年間に１度も水張りをしない農地に

ついて、畑地化に、の促進に対する支援を行うという制度

でございます。 

国のほうから通知が来ておりますが、令和６年度以降

も、この５年間に関しては、この畑地化に取り組むという

ことで、８年度までの制度ということで今、国から通知を

受けているところであります。 

次に現在、もう過去にもあります水田活用交付金のほ

うでございますが、水田活用交付金と畑地化はもちろん

同時に受けることは出来ませんので、今まで水田を転作

されている方については、先ほど申し上げました、一度水

田に戻せる状態、一度水張りをしていただいた方に関し

ては、水田活用の交付金が使えるということになってい

ることになります。以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ４番、米澤議員の除排雪

に関しての御質問にお答えさせていただきます。 

御質問にある回数だとかの資料でございますけど、根

拠とあわせまして、今回積算積み上げさせていただいた

日数におきましては、令和１年から令和４年度までの出

動日数を平均した日数を取り入れまして、単価につきま

しても、大体、過去の出動、全町除雪であれば、１日４１

０万円。 

郊外であれば、１７０万円、幹線の排雪も１日１７０万、

円、生活道路の排雪につきましては１１０万円等の、一定

の額をもって定額と日数を掛けた根拠となっております。 

あと、交差点処理等につきましても昨年度つけていた

だきました、２,１２０万円の除排雪経費をもちまして交

差点処理等を行っている状況であり、これからも安全で

安心な、道路空間の維持に努めてまいりたいなと考えて

おります。以上です。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤議員の最後の質問の

今回補助排雪経費については一般財源という形で予算化

させていただきました。 

除排雪経費につきましては、一応といういい方が良い

かは分かりませんが、特別交付税の算定要素に入ってい

ますので、一応、特別交付税で見られることになっており

ますが、特別交付税につきましては総額でいきますので、

いくら入っているは、私のほうでは分かりかねますので、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） そのほか質疑ございますか。 

８番、中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） １１頁の渉外経費の関係で、今回

たまたま都の大地震がありまして、そのことによって被

災をされた方に対しての、今回、町としての寄附、これは

Ｂ＆Ｇを通じて寄附をするということでありますが、５

万円という金額が多いか少ないか、それは別として、上富

良野町として、それからほかの町の動向、そういったもの
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を考えたときに、５万円のほかに、ほかの町が、例えば動

きがあれば、町としても、それを対応されるのか、それと

もそれ以外にまた、町としてまた別に考える。 

こういう寄附金っていうものを考える余地があるのかな

いか、まずその点お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、８番中瀬議員の寄

附金の関係についての御質問にお答えいたします。 

今回Ｂ＆Ｇ財団か、その対象市町村に対しまして、今回

の地震に対しての見舞金ということで、５万円計上させ

ていただいたところでございます。 

それでほかに、北海道町村会から連絡がありまして、北

海道町村会において基金を活用して、２００万円送ると

いうような連絡をございました。 

そして管内の状況ですが、今、１通りちょっと確認した

のですけど、今のとこは、特別、送る予定はないというこ

とでございます。 

また、その辺りに関わりのある市町村があるみたいで

す。今回被災された階段市町村については、今検討中とい

うことで、現在については特に、自治体独自として出す。 

町村はないということで理解しております。 

以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬 実君。 

○８番（中瀬 実君） 今回は国のほうで、激甚災害指定

をしております。 

今までにも、神戸のほうであった大きな災害、そういっ

たときも、激甚災害に指定されております。 

今までにもそういった例が何例かあります。 

そういったときの、そのときの町としての対応はどう

だったのか。 

そういったことも考慮しながら、寄附というものにつ

いては、町として検討すべきだと私は思っていますけれ

ども、今先ほど言われましたＢ＆Ｇの関係と、町村会の関

係は分かりました。前回までのそういった災害のときに

どのような対応をされたのか、今回、そのようなことを見

習って対応される予定があるのかないのかその辺だけを

確認したいと。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま、８番中瀬議員の御

質問にお答えいたします。 

今までの災害等の町の給付金の状況ということで、平

成３０年に合意対しまして、寄附を行っております。 

これについては５万円、あと平成２８年に熊本地震に

対する寄附を行っております。これについても、5万円で

す。平成２７年に鹿児島県の噴火災害に対する義援金に

つきましては１０万円ということで、寄附をしている状

況でございます。 

あと、平成２２年の東日本大震災の見舞金につきまし

ては、全部で３１５万円ということで、これについては町

独自といたしまして３００万円寄附した経過にございま

す。以上です。 

○議長（中澤良隆君）質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければこれをもって質疑を終了

いたします。これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２号を採決いたします。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立

願います。 

(賛成者起立) 

起立多数であります。 

○議長（中澤良隆君） よって議案第２号、令和５年度上

富良野町一般会計補正予算（第１３号）は原案のとおり可

決されました。 

 

 

◎日程第５  議案第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第５、議案第３号、令和５年

度上富良野町病院事業会計補正予算第５号を議題といた

します。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

町立病院事務長。 

○病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程いただきまし

た、議案第３号、令和５年度上富良野町病院事業会計補正

予算第５号につきまして、提案の要旨を御説明させてい

ただきます。 

補正の概要につきましては、病院改築整備事業に係る

継続費の総額及び年割額につきまして、人件費、資材の高

騰によります事業費の見直しを、ＪＶ側と協議した結果、

変更が生じたことによります、補正をお願いするもので

ございます。 

以下、議案を朗読し、説明とさせていただきます。 

議案第３号、令和５年度上富良野町病院事業会計補正

予算第５号。 

総則第１条、令和５年度上富良野町の病院事業会計の

補正予算第５号は次に定めるところによる。 

継続費、第２条継続費の総額及び年割額を次のとおり

改める。 

事業名、町立病院改築整備事業、補正後の金額のみ申し

上げます。 
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補正後総額４５億６,９３６万３,０００円、年割額に

つきましては、令和４年度、令和６年度については変更が

なく、令和４年度につきましては１億２,９６２万４,０

００円、令和５年度につきましては、６億１,３８６万円。 

令和６年度につきましては、補正後で３４億６,１７６万

１,０００円、令和７年度につきましては３億６,４１１

万８，０００円。 

合計で４５億６,９３６万３,０００円となります。 

次頁以降につきましては説明を省略させていただきま

す。 

以上、議案第３号、令和５年度上富良野町病院事業会計

補正予算第５号の説明とさせていただきます。 

御審議いただきまして、御議決賜りますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の説明を

終わります。これより質疑に入ります。 

４番、米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。 

今回、病院の改築に伴って、経費の人件費等、物品等の

値上げ、高騰があったということの変更が出てきました。 

約６億円近くでしょうか、増えるという状況にありま

して、今後の町の財政運営上にもやはり大きなウエイト

がかかってくるものであると同時にこれは、当然必要な

施設でありますから、それ相当の対応をしなければなら

ないというふうに思っております。 

そこでお伺いいたしますが、この間、町立病院の改築に

至って将来の物価高騰ということも含めて、設計変更の

見直しだとか、いわゆる鉄骨の配置の見直しだとか、耐震

費の見直し、等々をこうなってきましたが、それでもなお

かつ、物価高騰には人件費等は追いつかないという状況

になって今回補正なったという状況が見受けられます。 

それでこの説明資料によりますと増額の主な要因とし

て、労務単価や資材等のことが大きく変わってきている

というような話、説明の内容であります。 

それで労務単価は、当初の労務単価と比べてこの見直

しに至った労務単価等のどのぐらい上がっているのか１

人当たりにして直してもらえればより分かりやすいのか

なというふうに思います。 

あと、資材等についても、鉄骨等いろいろあるかという

ふうに思いますが、鉄骨等々に至っても、どのぐらい当初

の積算よりもこの上がっているのかということをお伺い

しておきたいと思います。 

あわせて建築電気設備機械設備という形になって、予

算の変更等もされておりますが、この点についても要因

について詳細について分かればお伺いしておきたいとい

うふうに思います。 

それで今この上がった分のについては、おそらく聞き

ましたら過疎債や起債によって返還されるものだという

ふうなお話がありますのでこの点についても確認いたし

ます。 

今後、出来上がって完成した部分について、あと、当然

何年か据置きで償還が始まるかなというふうに思います

が、財政的に非常に重要な話でありますので利息も含め

た、金額等、大体どのぐらい予想されるのか、分かる範囲

でお伺いしておきたいと思います。以上です。 

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ４番米澤議員の町立病院

の建設費に関わる、御質問にお答えさせていただきます。 

労務単価につきましては、令和４年の３月１日から令

和５年３月１日の間になります。この１年間で、単価の上

昇、率はトータルいろんな特殊作業員から鳶工、鉄筋工だ

とか塗装工、いろんな職種がございますが、平均で５．

２％上がったデータがあります。 

額にして言いますと、普通作業員の方につきましては、

令和４年３月１日時点では１万８,０００円が１万９,１

００円ということで、６．１％ほど。 

大工におきましては２万５,７００円が２万７,３００

円ということで６．２％。 

あと、大きなところでいきますと建具工の工種、人件費

につきましては２万２,７００円が２万４,１００円とい

うことでこちらにつきましては６．２％上がってござい

ます。 

あと、材料の増減の主な要因といたしまして、病院の本

体工事の躯体の鉄骨の工事につきましては、約８４０万

円上がっております。上昇率にいたしまして４３％。 

あと、建築主体の外構工事、主な工種が、アスファルト

舗装工事になります。これにつきましては４，０５０万円

ほど上がっております。率で３８％となっております。 

あと、機械設備の関係でございます。ここで言えば、エ

アコン工事、エアコンに絡む工種の施工費、機器含めまし

て、ここでいけば冷風機が５８０万円。水冷機といたしま

して３６０万円、エアコンの配管といたしまして２３０

万円。この３機種というか、三つの取付けの施工費で、施

工費だけで上がっているのが８８０万円となっておりま

す。 

あと、大きいところで述べますと、電気工事につきまし

ては、３,１６０万円ということで、約６５％上がってい

る状況でございます。 

説明でも申し上げた、これをもろもろ積み上げた結果

で、６億９３６万１,５００万円となっているところでご

ざいます。 

以上です。 
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○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川徳幸君） ４番米澤議員の、今後の町立

病院の建設費に係る元利償還金の額ということで、ただ

いま増額になったので、今現在試算中でございます。 

ただ今、ほとんどが、財源としては、起債になりますの

で、公営企業債、並びに過疎債を活用いたしますので、こ

の 45億程度が元金になってそれプラス、紹介議員になる

と考えておりますので、まだ詳細出ましたら、別途お知ら

せしたいと思いますので御理解願いたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 最終的にこれ、今後、もうこれ以

上の部材等の総上がる価格が分かるという状況はないの

か。あくまでも今後また、その変動があれば、これに何ら

かの対応をするようになるのかですね、この点、確認して

おきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ４番米澤議員の、今後の

物価の動向の御質問だと思いますけど、今時点で認めて、

説明させていただいた額で、そこで調達して商社としっ

かりした額の契約ができればいいのですけど、まだ商社

のほうにいたしましても、今まだ契約出来ない、まだ上昇

の時期であるだとか、そこで契約が、業者と商社の間でう

まくマッチングできればいいのですけど、ちょっと先行

き不透明なものについてはまだ先送りになると思うので

す。また、さらなる上昇が確認出来たときには変更の手続

をとる形と、になろうかと思います。以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければこれをもって質疑を終了

いたします。これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３号を採決いたします。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立

願います。 

(賛成者起立) 

起立多数であります。 

○議長（中澤良隆君） よって、議案第３号、令和５年度

上富良野町病院事業会計補正予算第５号は原案のとおり

可決されました。 

 

◎日程第６  議案第４号 

○議長（中澤良隆君） 議案第４号財産の取得について、

上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール上屋シートを議題

といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ただいま上程いただきま

した、議案第４号財産の取得について、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

今回、財産取得としまして、防衛省の特定防衛施設周辺

整備調整交付金の補助を受け、Ｂ＆Ｇ海洋センターのプ

ール上屋シートを取得するものであります。 

目的といたしましては、Ｂ＆Ｇ海洋センターは、平成３

年の開設から２０３２年が経過する中、施設を上屋シー

トは、平成１４年に更新を行って以降、２１年が経つ中で、

経年劣化が生じていたことから、今回、全体的に、上屋シ

ートを更新するものであります。 

購入する上屋シートの概要につきましては、屋根用９

枚と、妻壁２枚、通路分１枚であります。 

上程いただきました、本件財産の取得につきましては、去

る１２月２５日に指名競争入札を行った結果、株式会社

井坂が落札し、本議案の７４２万５，０００円の契約金額

となったところであります。 

それでは、以下、議案を朗読し、提案の理由にかえさせ

ていただきます。 

議案４号を御覧ください。 

議案第４号財産の取得について上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋

センタープール上屋シートを次により即するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記。 

１、取得の目的、上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

上屋シート。 

２、取得の方法、指名競争入札による。 

３、取得金額７４２万５,０００円。 

４、取得の相手方、旭川市８条通９丁目左６号、株式会

社ニサカ、代表取締役二坂知行。 

５、納期、令和６年３月１５日。 

以上で議案第４号財産の取得についての説明といたし

ます。 

御審議いただきまして、議決賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の説明を

終わります。 

これより質疑に入ります。 

９番、島田政志君 

○９番（島田政志君） 申し訳ないのですけども、この

７，４２５万円の中には、既存の廃棄料は含まれてますで

しょうか。 

○議長（中澤良隆君） 教育振興課長、答弁。 
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○教育振興課長（谷口裕二君） 島田議員の御質問にお答

えさせていただきます。 

今回の購入費用の中につきましては、既存の撤去処分

費も含めての契約金額となっているとこでございます。 

○議長（中澤良隆君） そのほか質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければこれをもって質疑を終了

いたします。これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４号を採決いたします。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立

願います。 

(賛成者起立) 

起立多数であります。 

○議長（中澤良隆君） 議案第４号財産の取得について、

上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール上屋シートは、原

案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７  議案第５号 

○議長（中澤良隆君） 議案第５号、財産の取得について、

上富良野学校給食センター調理配膳瓶を議題といたしま

す。 

提出者から提案理由の説明を求めます。教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ただいま上程いただきま

した、議案第５号、財産の取得について、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

今回、財産取得としまして、防衛省の特定防衛施設周辺

整備調整交付金の補助を受け、上富良野学校給食センタ

ーで使用する調理配膳備品を取得するものであります。 

目的といたしましては、上富良野学校給食センターで

使用する調理配膳備品のスチームコンベクションオーブ

ンは、購入から２２年が経過し老朽化していることから、

更新整備を行うことで、安心安全な学校給食を安定的に

供給するものであります。 

購入する備品の概要につきましては、土海小、スチーム

コンベクションオーブン１台、配膳用カート１台、配膳用

容器５４戸であります。 

上程いただきました、本件財産の取得につきましては、去

る１２月２５日に指名競争入札を行った結果、国少産業

株式会社が落札し、本議案の８５５万８,０００円の契約

金額となったところであります。 

それでは以下、議案を朗読し、提案の理由にかえさせて

いただきます。 

議案第５号財産の取得について、上富良野学校給食セ

ンター調理配膳備品を次により取得するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条

例第 3条の規定により、議会の議決を求める。 

記。 

１、取得の目的、上富良野学校給食センター調理配膳費。 

２、取得の方法、指名競争入札による。 

３、取得金額８５５万８,０００円。 

４、取得の相手方、名寄市西３条南５丁目８番地、北昭

産業株式会社 代表取締役 常本照也  

５、納期、令和６年３月２９日。 

以上で議案第５号財産の取得についての説明といたし

ます。 

御審議いただきまして、議決賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の説明を終

わります。 

これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければこれをもって質疑を終了

いたします。これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

これから議案第５号を採決いたします。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立

願います。 

(賛成者起立) 

起立多数であります。 

○議長（中澤良隆君） 議案第５号財産の取得について、

上富良野学校給食センター調理配膳備品は、原案のとお

り可決されました。 

 

◎日程第８  議案第６号 

○議長（中澤良隆君） 議案第６号、北２４号道路改良舗

装工事、Ｒ５国債請負契約の締結についてを議題といた

します。提出者から提案理由の説明を求めます。 

建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いただきま

した、議案第６号、北２４号道路改良舗装工事 R5国債請

負契約の締結につきまして、提案の要旨を御説明申し上

げます。 

本事業は、大型車の頻繁な通行や歩道未設置区間であ

ることから、歩行者の安全確保を目的として、令和４年か

ら着手し、今回のＲ５国債をもって令和６年度に完成予

定となっています。 

事業区間につきましては、道道上富良野停車場線から道
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道上富良野旭中富良野線の５１８．５メートルを、全体延

長とし、Ｒ５国債の内容といたしましては、車道歩道とも

に、２３９．５メートルとなっております。 

入札に当たりましては、去る１月１９日に事後審査型

一般競争入札を行い、町内業者２社を含む３社で入札を

行った結果、高橋建設株式会社が８,９２０万円で落札し、

消費税を加えまして、本議案の９,８１２万円となってお

ります。 

参考までに２番札は株式会社アラタ工業の８,９８０

万円でした。 

以下議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせていた

だきます。 

議案第６号を御覧ください。 

議案第６号、北２４号道路改良舗装工事Ｒ５国債請負

契約の締結について。 

北２４号道路改良舗装工事、Ｒ５国債請負契約を次に

より締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議

会の議決を求める。 

記。 

１、契約の目的、北 24号道路改良舗装工事 R5国債 

２、契約の方法、一般競争入札による。 

３、契約の金額、９,８１２万円。 

４、契約の相手方、空知郡上富良野町錦町１丁目１番２

０号、高橋建設株式会社、代表取締役 森井一輝 

５、工期、契約の日から令和７年２月２８日。 

以上、議案第６号、北２４号道路改良舗装工事、Ｒ５国

債請負契約の締結についての説明といたします。 

御審議いただきまして議決いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の説明を

終わります。 

これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければこれをもって質疑を終了

いたします。これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

これから議案第６号を採決いたします。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は御起立

願います。 

(賛成者起立) 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

よって、議案第６号、北２４号道路改良舗装工事Ｒ５国 

債請負契約の締結については、原案のとおり可決されま

した。 

 

◎閉会宣告 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、本臨時会に付議さ

れた案件の審議は全て終了いたしました。 

 これにて、令和６年第１回上富良野町議会臨時会を閉

会といたします。 

午前１１時０４分 閉会 
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